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こんにちは。２月に入り、気温も少し暖かくなったと思ったらまた急に寒く

なったりしてなかなか安定しないですね。２月と言えば節分、今年は明治３０

年以来１２４年ぶりに節分が２月２日の珍しい年でした。我が家も今年は２月

２日に恵方巻を家族で食べ、節分を過ごしました。皆様はいかがお過ごしでし

ょうか。 

さて、昨年は世界的に新型コロナウイルスの猛威にさらされた年でした。佐

藤事務所でも消毒液の設置やマスクの着用、アクリルボードの設置など新型コ

ロナウイルス対策をしておりますが、皆様も会議や集まりなどを減らしたり、

今までの様式を変えざるを得ないことが多くなって来たのではないでしょう

か。これから企業や法人の皆様は総会のシーズンを迎えます。そこで今回の事

務所通信では、集まらずに総会を開催する方法などをご紹介させて頂こうと思

います。ぜひご一読下さい。 
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１．コロナ禍における総会の開催 

株主総会は、招集通知を送り、特定の時間・場所に皆様が集まり、 

各議案の説明、採決の順で進められていきます。しかし、新型コロナ 

ウイルスの感染拡大防止を考えると、総会等の運営は悩むところです 

よね。しかし、現在の法律では、「定時（定期）総会」は、「延期」 

は認められることがありますが、「中止」は難しいことが多いです。 

では会社としてはどのようにしたら良いのでしょうか。 

この場合には次の方法が考えられます。 

① 「みなし総会」を利用する 

② 「書面投票制度」を利用する 

③ 委任状を出して必要最低限の人数で開催する 

③はイメージが出来ると思いますが、①と②はなじみがないのでご説 

明します。 

２．「みなし総会」 

  これは、総会を開催しないが、株主全員から書面により賛成票を集め 

法律上「株主総会を開催したものとしてもらう」制度です。 

どのようにすれば良いのでしょうか？ 株式会社で説明します。 

（１）手順 

① 事前に株主全員に書面で総会資料及び返信用の同意書を送る。 

② 株主は会社より送られた議案を見て、「すべての議案に賛成する 

旨」の同意書に署名・捺印をして会社に返信する。 

  ③ 株主全員から賛成の同意書が届いたら、株主総会が成立したもの 

    とすることができる。 

（２）注意点 

  ① 定款に「みなし総会を行える旨」の定めがなくても開催可能。 
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    ただし、取締役会の場合には、定款の定めが必要です。 

  ② 会社へ返信する同意ですが、電話や動画での返信はできません。 

  ③ 株主全員の同意が必要なため、反対や白紙の方がいる、一部の議 

案のみ全員賛成の場合には、総会は成立しません。 

④ 株式会社、有限会社だけではなく、一般社団法人でも可能です。 

ただし、組合や医療法人などの法人は出来ない場合があります。 

３．「書面投票制度」 

  これは、総会を必要最低限の人数で開催し、株主には 

事前に書面で採決を送ってもらう制度です。 

（１）手順 

① 株主総会の議案の資料及び各議案についての賛成、反対の投票の 

書面を送る。 

  ② 株主は会社より送られた議案を見て、各議案について賛成、反対の 

記入をし、署名・捺印して株主総会の開催日までに会社に返信する。 

  ③ 株主から送られた書類の賛否を集計し、議案の賛否を決める。 

（２）注意点 

  ① 制度を利用するには、あらかじめ取締役会で決めておく必要がある。 

  ② 「みなし総会」と異なり、全ての株主から返信がなくても良い。 

  ③ 株主へ招集通知を送ったり、総会資料を作成して必ず事前に発送 

しなければならない。 

 

いかがでしたでしょうか？ 

コロナ禍での総会の運営は皆様お気を使うことが多いかと思います。今回は一

例のご紹介でしたが、会社によっても取る方法は違うと思います。お悩みの際

はぜひ佐藤事務所にご相談ください！
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令和３年度 第１回はやべん（早朝勉強会）を開催します！ 

日 時 ： 令和３年３月６日（土曜日） 午前８時００分 ～ 

場 所 ： 佐藤事務所（牧之原市細江３２０３番地２） 

講 師 ： 株式会社 百姓園 代表取締役 大久保兼男様 

演 題 ： 夢と目標 生涯求めて 

今年もはりはら塾（遺言セミナー）を開催します！ 

自分で遺言書が書けるようになるまで指導します！ 

日 時 ： 令和３年６月 ～ ７月（全５回） 

      午前１０：００ ～ １２：００ 

場 所 ： 総合健康福祉センター さざんか 

お問合せ： 佐藤事務所まで（ＴＥＬ ０５４８－２２－００６３） 

 

令和３年２月吉日 
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